
熊本県障がい者支援課
発達障がい・療育班

令和７年(2025年)３月１４日

熊本県の地域療育及び
発達障がい等の支援に
ついて

令和6年度（2024年度）障害福祉サービス事業者等集団指導 資料



［１］熊本県における療育体制と取組み

１．熊本県における地域療育支援体制図

２．これまでの経緯と国の動き

３．現在の状況

４．国による障害児支援体制整備の手引き
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保健センター

市町村教育委員会

支援

療育拠点施設
（こども総合療育センター）

地域における療育施設など

児童発達支援センター

（療育相談員）

障がい児施設、医療機関

障害児通所支援事業所

保護者、保育所（園）・幼稚園、学校など

発達障がい者支援センター

大学病院等

児童相談所

県広域本部・地域振興局

特別支援学校

連携
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（県全域）

２次圏域
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支援相談

相談

連携

地域医療機関
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１．熊本県における地域療育支援体制図



地域療育センターの具体的役割

【求められる７つの機能を圏域全体で準備する中核】

①当事者交流の場を活用した「個別相談・指導支援」

②個別・グループ療育などを行う「療育支援」

③地域関係者への「巡回支援」

④保護者会・家族教室・育児サークル等「当事者交流の場」

⑤療育サービスの提供にあたり関係者の「調整支援」

⑥保護者会・ボランティア等との「地域交流支援」

⑦こども総合療育センター等の専門（施設）から地域への
「移行支援」

地域療育センター配置当初（平成１６年）

【求められる７つの機能を圏域全体で準備する中核】≒

【４つの中核的機能全てを十分に備える児童発達支援センター】

２．これまでの経緯
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【児童発達支援】

〇児童発達支援センターの中核機能
①幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
②地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能

③地域のインクルージョン推進の中核機能

④地域の発達支援に関する入口としての相談機能

⇒①は児童発達支援、②③④は地域支援の要素が強く、

児童発達支援センターには、地域支援の中核となることが期待されている

【国の考え方】

＜児童発達支援センター＞

【支援対象者】
受給者証の有無を問わない。

≪療育相談員≫【地域支援】

＜県が補助する児童発達支援センター等＞

地域の公平・中立的な支援機能を中心的に
担う療育相談員を配置し、児童発達支援セ
ンターの地域支援機能を強化・拡充

３．現在の状況
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＜児童発達支援センターの中核機能＞

＜地域障害児支援体制強化事業＞

③地域のインクルージョン
推進の中核機能

②地域の障害児通所支援事業所に
対するスーパーバイズ・コンサル

テーション機能

①幅広い高度な専門性に基づく
発達支援・家族支援機能

④地域の発達支援に関する
入口としての相談機能

児童発達支援
センター等

療育相談員

巡回支援専門員

●行政と連携し、圏域のネットワー
ク構築や、地域課題の共有・解決に
向けた調整を行う機能

県が補助する
児童発達支援
センター等
・療育相談員
を配置

≪療育相談員≫

①地域の公平・中

立的な支援機能を

中心的に担う。

②地域障害児支援

体制強化事業に係

る業務を行う。

③巡回支援専門員

と兼務可
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４．国による障害児支援体制整備の手引き
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【抜粋】
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［２］発達障がい児（者）支援について

１．発達障がいとは
２．本県における発達障がい施策の体系

・本県における地域療育支援体制
・発達障がい者支援センターによる地域
支援体制

①総合的な支援について
②医療体制の整備について
③家族への支援について
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〇 県内（熊本市を含む）障害福祉サービス利用者数 単位 人

生まれつきの脳の発達のかたより、アンバランスさ。見た目では分かりに

くいため周囲に理解されにくい。
小、中学校通常学級の約８．８％はその特性があると言われる。
認知が拡がり、平成17年に発達障害者支援法が施行。障害福祉サービスの

利用者も近年急増している。

※全ての利用者が発達障がいとは限らない

H29.10 H30.10 R1.10 R2.10 R3.10

児童発達支援及び
放課後等デイサービス

利用者
６，０１９ ６，９５７ ７，８５２ ８，６９６ ９，５６５

対前年比 ２５．６６％ １５．５８％ １２．８６％ １０．７５％ ９．９９％

R4.10

１０，５２０

９．０９%

R5.10

１1，４１５

８．５０%

利用者の増加率は鈍化傾向がみられるものの、毎年、約
１割ほどの増加

１． 発達障がいとは
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１総合的な支援

• 福祉、保健、医療、教育、
労働などの機関と連携して、
ライフステージに応じた支
援を実施

２医療体制の整備

• 地域への専門支援

•医師等の養成研修

•普及啓発の実施

３家族への支援

• 保護者の不安を軽減するた
めのペアレントメンター
（※１）の養成

•保護者へのペアレント・プ
ログラム（※２）などの実
践

（※１）発達障がいのある子どもを育てた経験がある親であって、その経験を活かし、子どもが発達障がい
の診断を受けて間もない親などに対して共感的な支援を行うために一定のトレーニングを受けた者

（※２）親が自分の子どもの行動の特徴を理解したり発達障がいの特性を踏まえた褒め方や叱り方等を学ぶ、
地域での普及を図るために開発された簡易なプログラム

〇発達障がい者支援セン
ター

（県北・県南・熊本市）

〇発達障がい医療センター 〇発達障がい者支援セン
ター

（県北・県南・熊本市）

〇県医師会
・かかりつけ医等発達障がい
対応力向上研修

発達障がい児（者）とその家族が身近な地域で
適切な支援が受けられる施策の推進。

２． 本県における発達障がい施策の体系
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市町村福祉課

保健センター

市町村教育委員会

支援

療育拠点施設
（こども総合療育センター）

地域における療育施設など

児童発達支援センター

（療育相談員）

障がい児施設、医療機関

障害児通所支援事業所

保護者、保育所（園）・幼稚園、学校など

発達障がい者支援センター

大学病院等

児童相談所

県広域本部・地域振興局

特別支援学校

連携

連携

３次圏域
（県全域）

２次圏域
（障害保健福祉圏域）

１次圏域
（市町村）

支援相談

相談

連携

地域医療機関

・本県における地域療育支援体制(再掲)
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≪目指すべき姿≫
発達障がいのある子どもや家
族が、いつでも身近な地域で
最適な支援を受けることがで
きる

・療育スキルの向上に
よる個々の特性に応
じた療育の提供
・困難事例への対
応スキル向上

発達障がい者地域支援マネジャー

児童発達支援
放課後等デイサービス保育所、学校等

〇かかりつけ医等発達障がい対応力向上研修事業
〇発達障がい医療センター事業

かかりつけ医

バックアップ

【発達障がい者支援センター】

専門心理士

地域支援者のスキルアップを支援して、身近な地域で適切な支援を提供できる

発達障がい診断待機解消事業発達障がい地域支援体制サポート事業
ペアレントメンター養成研修事業

・相談対応スキルの向上
・地域支援者の連携体制の
構築

・家族支援（ペアプロ等）
の実施

相談支援
窓口

・理解の促進による発達障が
いの早期発見

・個々の特性に配慮した
支援の提供

・アセスメントスキル向上に
よる発達障がいの早期発見

・アセスメントスキル向上に
よる早期支援へのつなぎ

地域保健
師

・発達障がいを診療できる
スキルの獲得

・専門医療機関または精神
科医との連携した個々の
状態に適した医療の提供

・発達障がい者支援センターによる地域支援体制
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（１）目的
発達障がい児(者)やその家族等への支援を総合的に行うための専門的な相談支援

機関

（２）設置根拠【発達障害者支援法第１４条】

都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人で
あって当該業務を適正かつ確実に行うこと

（３）内容
相談支援、発達支援、就労支援、普及啓発・研修等

（４）体制
（北部）「わっふる」：大津町 （福）三気の会 H14～
（南部）「わるつ」 ：八代市 （福）清流会 H25～

＋ 地域支援マネジャー（発達障がい地域支援サポート事業を担当）

専門心理士（発達障がい診断待機解消事業を担当）

発達障がい者支援センターが支援の中心となり、保育園、学校等の教育機関

やその他の支援機関と連携して、ライフステージに応じた相談支援や支援者
向けの研修及び啓発活動等を行う。

◎発達障がい者支援センター

① 総合的な支援について
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（第７期熊本県障がい福祉計画・第３期熊本県障がい児福祉計画より抜粋）
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（第７期熊本県障がい福祉計画・第３期熊本県障がい児福祉計画より抜粋）
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（第７期熊本県障がい福祉計画・第３期熊本県障がい児福祉計画より抜粋）
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（第７期熊本県障がい福祉計画・第３期熊本県障がい児福祉計画より抜粋）
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◎「発達障がい者支援センターによる相談支援」件数の内訳（Ｒ５）

区分

センター

相談支援・
発達支援

相談支援・
就労支援

地域住民へ
の普及啓発

関係機関等
への研修等

関係機関と
の連携会議

計

県北部
わっふる 1,182 758 292 296 18 2,546

県南部
わるつ 573 233 15 240 42 1,103

熊本市
みなわ 2,743 424 58 32 51 3,308

合計 4,498 1,415 365 568 111 6,957
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「地域支援体制サポート事業」(※)による支援件数（Ｒ５）

区分

センター

市町村等支援 事業所等支援 普及啓発
関係機関
との連携

計

県北部
わっふる

198 131 43 85 457

県南部
わるつ

154 78 108 172 512

合計 352 209 151 257 969

(※)発達障がい者地域支援マネージャー（発達障がい児者の支援に相当の経験及び知識を有し、関係機関
との連絡、調整、助言等を総合的に行なう者）等

◎発達障がい地域支援体制サポート事業

地域支援を強化するために発達障がい者支援センターの支援ノウ
ハウを市町村や通所支援事業所等に普及させ、発達障がいのある人
とその家族が身近な地域で十分な支援を受けることができる体制の
構築を促進している。

（委託先：（福）三気の会・（福）清流会）
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（１）問題と背景
発達障がいの認知が広がり、発達障がいの有無を調べるため、障害福祉サー

ビスや特別支援教育等の支援を受けるためなど、受診を希望する人が増加して
いる。
その一方で発達障がいを診療できる医療機関が少ないため、専門的医療機関

に受診が集中している。このため、今、医療が必要な子どもに対して、直ちに
医療を提供できない。

② 医療体制の整備について

（２）なぜ医療機関が少ないのか

〇発達障がいの診療には時間がかかる。

・成育歴や発達障がいを疑うエピソード等を家族や保育士等からの丁寧な聴き

取りが必要。

・子どもの心理検査等による特性のアセスメント

〇診療の所要時間に対して診療報酬が低く、民間医療機関では採算に合わない。

⇒R6診療報酬改定で拡充されており今後の動向を注視

〇小児科の領域に加え、精神科の療育の知識が求められる。
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（３）県の取組み

① 発達障がい医療センター

熊本大学病院へ運営を委託。発達障がいを診療できる医師の養成に取り組む。令和元

年10月からは、熊本労災病院（八代市）に発達障がいを診療する外来を開設し、地域の

小児科医等との連携（陪席や症例検討会等）した地域医療体制の整備に取り組んでいる。

② かかりつけ医等発達障がい対応力向上研修

県医師会と連携して、地域の小児科医等を対象に一定水準の対応（発達障がいへの気

づき、専門医への繋ぎ等）ができるところを目指して研修に取り組んでいる。

③ 発達障がい診断待機解消事業

県内2か所の発達障がい者支援センターに心理士を配置し、市町村の保健師を対象に発

達障がいのアセスメントスキルを向上させる支援を実施している。地域で医療の必要性

の見極めをできるように支援することによって、子どもの特性に合わせた早期支援の実

現と、医療機関への受診数の減少を目指す。
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（１）ペアレント・プログラム、茶話会等の取組みの支援

育児に不安がある保護者、仲間関係を築くことに困っている保護者などを、

地域の支援者（保育士、保健師、福祉事業所の職員等）が支援できるよう、
児童発達支援センターや市町村に対して、ペアレント・プログラム等の実施
を支援し、身近な地域における家族支援の充実を図る。

ペアレントトレーニング（ペアトレ）とペアレントプログラム（ペアプロ）の関係図

③ 家族への支援について

専
門
性

対象者の範囲

ペアトレ

ペアプロ
（ペアトレへの導入）

専門家、習熟した職
員による実施

地域の保健師などに
よる実施

子育て施策の延長と
しての支援が可能

茶話会

（委託先：（福）三気の会・（福）清流会）
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ペアレントメンターの支援イメージ

ペアレントメンター
●条件
・自分も発達障がい児
（者）の親
・守秘義務への同意等

情報を共有
必要な情報を

提供

親
●状況例
・診断を受けて間もなく、
支援を受けるまでの間に
不安を感じている 等

特徴
・同じ親として
共感性の高さ
・当事者視点の
情報提供

（２）ペアレントメンターの養成

発達障がい児（者）の子育ての経験のある親が、その経験を活かして、

子どもが発達障がいの診断を受けて間もない親に寄り添って話を聞くなど
の心理的な支援を行い、心のサポーターとなること。

（委託先：（福）三気の会・（福）清流会）
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（第７期熊本県障がい福祉計画・第３期熊本県障がい児福祉計画より抜粋）
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